防府市空き家対策居住環境再生事業補助金交付要綱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年４月８日制定　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年５月１日改正　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年５月１７日改正　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年５月１２日改正　
令和８年４月２０日改正　
（趣旨）
第１条　この要綱は、防府市空き家対策居住環境再生事業実施要綱（令和４年４月８日制定。以下「実施要綱」という。）第１４条第２項に規定する狭あい道路整備に係る補助金の交付ついて、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象事業）
第２条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、実施要綱第１１条により認定を受けた事業の内、市内に本社若しくは主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者（以下「事業者」という。）に依頼して実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。
（１）他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となるもの
（２）補助対象者が第５条の通知を受ける前に補助対象事業の契約をしたもの及び着手したもの
（３）第８条に定める期限までに事業完了報告書の提出ができないもの
（補助対象経費及び補助金の額）
第３条　補助対象の経費及び補助金の額は別表のとおりとし、補助金の額は合計した額が予算を超えない額を限度とする。
（補助金の交付申請）
第４条　事業者が、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
（１）位置図
（２）事業実施計画書（第２号様式）
（３）事業対象地の現況図
（４）事業対象地の土地利用計画図
（５）補助対象経費に係る見積書の写し
（６）現況写真
（７）国税及び防府市税の滞納がないことを証する書類
（８）その他市長が必要と認める書類
（交付の決定）
第５条　市長は、前条の規定により事業者から申請書が提出されたときはこれを審査し、交付することが適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書（第３号様式）により、通知するものとする。
２　事業者は、前項の通知があるまで、別表に規定の補助対象経費に係る事業について契約及び着手をしてはならない。
３　市長は、交付において必要があると認めるときは、交付の決定において条件を付すことができる。
（事業の実施）
第６条　前条第１項の通知を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）は、適切に補助対象事業を実施しなければならない。
（事業の変更等）
第７条　補助事業者は、補助対象事業の内容を変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、市長に補助金変更等承認申請書（第４号様式）を提出し、その承認を受けなければならない。
２　市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の決定の変更又は取消しを決定し、補助金変更（取消）決定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。
３　市長は、変更を承認する場合に必要があるときは、当初の交付決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
（完了報告）
第８条　事業者は、工事が完了した日から起算して３０日以内又は実施年度の２月末日（防府市の休日に関する条例（平成元年防府市条例第２９号）第１条に掲げる休日の場合は翌開庁日）のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えた事業完了報告書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。
（１）補助対象事業の写真（着工前・施工中・完成時）
（２）補助対象事業に係る契約書(請書)の写し
（３）補助対象事業に係る請求書及び領収書の写し
（４）確定測量図
（５）その他市長が必要と認める書類
（完了検査）
第９条　市長は、前条の完了報告書の提出があった場合は、当該書類の審査を行うとともに、補助事業者と協議の上、適切な時期に完了検査を行うものとする。
（補助金額の確定）
第10条　市長は、前条の完了検査の結果、適当と判断される場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金額確定通知書（第７号様式）により通知するものとする。
（是正のための措置）
第11条　市長は、第９条の規定による確認及び検査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業について、これに適合させるための措置を補助事業者に対して指示することができる。
２　前項の規定に基づく措置に係る完了報告は第８条の規定を準用する。この場合において、同条中「完了した日」とあるのは「指示のあった日」、「２月末日（防府市の休日に関する条例（平成元年防府市条例第２９号）第１条に掲げる休日の場合は翌開庁日）」とあるのは「３月第３金曜日」と読み替えるものとする。
（補助金の交付）
第12条　前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金請求書（第８号様式）により市長に請求しなければならない。
２　市長は、前項の規定により請求があったときは速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、当該補助金を交付するものとする。
（関係書類の整備等）
第13条　補助事業者は、補助対象事業の実施及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して５年間これを保管しなければならない。
（補助金の交付決定の取消し等）
第14条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１）本要綱に違反したとき。
（２）補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。
（３）虚偽の申請をしたとき。
（４）市長の指示に従わないとき。
（５）その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
２　市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
（指示等)
第15条　市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行うほか、帳簿及びその他関係書類を調査し、又は関係者に質問することができる。
（その他）
第16条　この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附　則
（施行期日)
１　この要綱は、令和４年４月８日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和５年５月１日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和６年５月１７日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和７年５月１２日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和８年４月２０日から施行する。



























	別表(第３条関係)

	補助対象経費
	内容
	補助金額

	測量・登記に係る費用
	道路拡幅部分の測量及び分筆登記費用
	測量及び分筆登記費用の２分の１以内
※１筆につき１０万円を上限

	工事に係る費用
	舗装(既存道路部分を含む。)及び側溝設置の工事費用（消費税及び地方消費税を除く。)
	工事費と標準工事費のうち安価な方の２分の１以内
※標準工事費
舗装：１㎡につき８千円
側溝設置：１ｍにつき３万６千円

	工作物移設費

	コンクリートブロック塀等の除却（取り壊し発生材の処分を含む。）
	移設費用の２分の１以内
高さ1.1ｍ以上の場合：
１ｍにつき15,000円
高さ1.1ｍ未満の場合：
１ｍにつき10,000円

	
	板塀、フェンス等の除却（基礎取り壊し発生材の処分を含む。）
	移設費用の２分の１以内
工作物移設費用１ｍにつき4,000円

	
	門柱、扉等の除却（基礎取り壊し発生材の処分を含む。）
	移設費用の２分の１以内
１基につき30,000円

	
	生垣等の移植又は移設（生垣の高さ1.0ｍ以上）
	移設費用の２分の１以内
１ｍにつき50,000円

	
	樹木の移植（目通り15cm以上で高さ2.0ｍ以上）
	移設費用の２分の１以内
１本につき70,000円

	
	その他
	※各項目につき５０万円を上限



第１号様式（第４条関係）
　　　年　　月　　日　
（宛先）防府市長

申請者　住　　所　　　　　　　　　
氏名 (フリガナ)　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　

補助金交付申請書

　防府市空き家対策居住環境再生事業（狭あい道路の整備）に係る補助金の交付を受けたいので、防府市空き家対居住環境再生事業補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
	１　事業実施場所
	防府市

	２　事業実施予定期間
	　　　　　年　　月　　日

	３　補助対象経費
	　　　　　　　　　　　円

	４　補助金交付申請額
	　　　　　　　　　　　円

	５　誓約事項
	以下のことを誓約し、申請します。
○　私は、暴力団員でないこと、役員及び使用人に暴力団員に該当する者がいないこと、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないことを誓約します。
○　私は、補助対象事業の実施に当たり、他の補助金等の交付を受けていないこと又は受けないことを誓約します。

	６　備考
	





第２号様式（第４条関係）
事業実施計画書
１　測量・登記関係
	事業者名
	

	着手予定日
	　　　　　年　　　　月　　　　日

	完了予定日
	　　　　　年　　　　月　　　　日


２　道路整備関係
	事業者名
	

	着手予定日
	　　　　　年　　　　月　　　　日

	完了予定日
	　　　　　年　　　　月　　　　日


３　交付申請額の算出（記載額は消費税及び地方消費税を除いたもの）
	1 測量、登記に係る費用
   a. 見積書記載額：               円
   b. 筆数 [   ] × 10万円 =               円
   c. (a)と(b)のうち少ない方：               円... (A)

	2 工事に係る費用
   2.1 舗装
       a. 見積書記載額：               円
       b. 舗装面積 [   ] m² × 7,000円/m² =    円
       c. aとbを比較し少ない方の1/2=               円... (B)
   2.2 側溝設置
       a. 見積書記載額：               円
       b. 側溝延長 [   ] m × 32,000円/m =               円
       c. aとbを比較し少ない方の1/2=               円... (C)

	3 工作物移設費
   3.1 コンクリートブロック塀等の除却
       a. 高さ1.1m以上：[   ] m × 7,500円/m =               円
       b. 高さ1.1m未満：[   ] m × 5,000円/m =               円
   3.2 板塀、フェンス等の除却
       [   ] m × 2,000円/m =               円
   3.3 門柱、扉等の除却
       [   ] 基 × 15,000円/基 =               円
   3.4 生垣等の移植又は移設（高さ1.0m以上）
       [   ] m × 25,000円/m =                 円
   3.5 樹木の移植（目通り15cm以上で高さ2.0m以上）
       [   ] 本 × 35,000円/本 =               円
   3.6 その他
       見積書記載額の1/2：               円 ※見積書各項目ごとに50万円を上限
   
　 3.1から3.6までの合計：               円... (D)

	4. 補助金交付申請額の計算
   (A) + (B) + (C) + (D) の合計：               円... (E)

	　補助金交付申請額：               円
   ※(E)と1,000万円のうち少ない方（1,000円未満切り捨て）


第３号様式（第５条関係）
第　　　　　号　
年　　月　　日　
　　　　　　様

防府市長　　　　　　　　

補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった防府市空き家対策居住環境再生事業補助金については、下記のとおり決定したので通知します。
記
	１　事業実施場所
	防府市

	２　補助金交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	３　事業実施予定期間
	　　年　月　日 ～ 　年　月　日

	４　施工業者
	

	５　交付の条件
	

	６　備考
	・補助対象事業の内容を変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、補助金変更等承認申請書（第４号様式）を提出すること。
・補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して３０日以内又は当該年度の２月末日（防府市の休日に関する条例（平成元年防府市条例第２９号）第１条に掲げる休日の場合は翌開庁日）のいずれか早い日までに事業完了報告書（第６号様式）を提出すること。





第４号様式（第７条関係）
　　　年　　月　　日　

（宛先）防府市長

申請者　住　　所　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　

補助金変更等承認申請書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定された防府市空き家対策居住環境再生事業補助金について、下記のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。
記
	１　事業実施場所
	

	２　変更内容
	

	３　変更理由
	

	４　備考
	



※関係書類
　交付申請時に添付した書類のうち、変更に関係する書類を添付すること。



第５号様式（第７条関係）
年　　月　　日　
　　　　　　様

防府市長　　　　　　　　

補助金変更（取消）決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった防府市空き家対策居住環境再生事業補助金交付決定の変更（取消）については、下記のとおり変更（取消）を決定したので通知します。
記
	１　当初交付決定年月日
	　　年　　月　　日　　第　　号

	２　当初交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	３　変更（取消）交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	４　変更（取消）内容
	

	５　事業実施場所
	防府市

	６　変更（取消）決定の条件
	

	７　備考
	












第６号様式（第８条関係）
年　　月　　日　
（宛先）防府市長

住　　所　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　

完了報告書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定のあった防府市空き家対策居住環境再生事業費補助金について、事業が完了したので関係書類を添えて下記のとおり報告します。
記
	１　事業実施場所
	防府市

	２　事業完了年月日
	　　　　年　　月　　日

	３　備考
	



※関係書類
（１）補助対象事業の写真（着工前・施工中・完成時）
（２）補助対象事業に係る契約書又は請書の写し
（３）補助対象事業に係る請求書及び領収書の写し
（４）確定測量図
（５）その他市長が必要と認める書類




第７号様式（第１０条関係）
第　　　　　号　
年　　月　　日　
　　　　　　様

防府市長　　　　　　　　

補助金額確定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで報告のあった防府市空き家対策居住環境再生事業補助金については、下記のとおり決定したので通知します。
記
	１　認定年月日・番号
	　　　　年　　月　　日　　第　　号

	２　補助金交付確定額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	３　対象事業場所
	防府市


















第８号様式（第１２条関係）
補助金請求書
 
	金 額 
	 
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円


 
内訳　防府市空き家対策居住環境再生事業補助金

防府市空き家対策居住環境再生事業補助金交付要綱第１２条第１項の規定により請求します。

年　　月　　日
（宛先）防府市長
住所
氏名
	振　込　先
金融機関名
	
	銀行・信用金庫・労働金庫・

	
	
	農協・漁協・信用組合

	
	
	支店・支所・出張所

	口座番号･種別
	
	
	
	
	
	
	
	１:普通  ２:当座

	口座名義
カタカナで
記入願います
	

	
	



